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研究成果の概要（和文）：「標準的労働関係モデル」を基軸とした労働法、社会保障法の再構築という課題について、
規制緩和政策、アベノミクスの雇用改革、非正規雇用政策の今後、セーフティネットの新たなあり方を中心に分析し、
その将来像を示した。この間に、日韓比較労働法フォーラムを4回、日本台湾労働法フォーラムを1回開催し、東アジア
における労働法の現状と課題を明らかにし、欧米型とは異なるアジア型モデルの構築の構想を示した。と同時に、日独
比較労働法研究を中心に、ヨーロッパ法と日本法の異同について検討を行い、日本法への示唆を導いた。

研究成果の概要（英文）：This study focuced at first on clearing the problemes of labor market and labor 
law under the change of society, and then on rewriting the future of labor law. It used the method of 
comparative study amang many european countries like Germany and some east asian countries like Korea and 
Taiwan, and the fusing the practices and legal theories.
During the study five books and many articles were published and many international symposiums were 
organised.

研究分野： 労働法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 

2008 年秋に発生したリーマン・ショックお

よび 2011 年 3月に発生した東日本大震災･福

島東京電力原発事故は、日本の労働法の弱点

をも浮き彫りにした。この弱点は、部分的に

は伝統的な労働法に内在していたものであ

り、また部分的には 1990 年代以降の雇用政

策あるいは企業の人事政策の変容の過程で

顕著になったものである。こうした問題を乗

り切る新たな労働法の枠組みの分析が必要

となっていた。 

 

２．研究の目的 

非正規雇用（労働者派遣、有期雇用、パー

トタイム労働など）の増加、企業組織の再編

に伴う労働関係の変容、若年労働者の雇用の

不安定化、労働組合の減少や組織率の低下、

合同労組の登場等、「標準的とされてきた伝

統的な労働関係･労使関係モデル」は、現在

大きく変容している。そのことは、こうした

モデルを念頭に置いて形成されてきた従来

の労働法システムの機能不全をもたらし、そ

の改革を迫っている。本研究は、H20-23 年の

基盤研究(Ａ）「労働市場、法政策及び労働法

の編成原理に関する研究」の成果を発展させ、

21 世紀型労働法として「ディーセント・ワー

ク型」の新たな労働法構築の展望を示すこと

を目指していた。 

本研究で取り上げた具体的な研究テーマ

は、(ｲ)標準的労働関係の意義と機能、(ﾛ)雇

用形態の多様化と雇用改善の方策、(ﾊ)雇用

差別の禁止、均等処遇、社会的包摂のアプロ

ーチの課題、(ﾆ)雇用の安定化のための方策、

(ﾎ)新たな労使関係モデルの形成である。 

 

３．研究の方法 

①これら各テーマについての現状と課題

の整理を行う。たとえば(ｲ)について、伝統

的労働法モデルが念頭に置いてきた標準的

労働関係の概念、その機能と問題点、そして

課題を明らかにする。 

②これら各テーマが問題としている雇用

社会の変容過程を明らかにする。たとえば

(ﾛ)について、雇用はどの程度多様化してい

るか、その要因は何か、立法政策はどのよう

な対応策を採ってきたのか、その成果は何

か、あるいはそこにはどのような問題が含ま

れていたのか、といった論点を分析する。 

③これら各テーマに関する判例や学説の

対応策について検討する。たとえば労働者の

請負化や外部化に対応して新たな労働者概

念や使用者概念が求められているが、判例や

学説はどのような理論を構築してきたのか、

そこにはどのような意義と限界があるのか、

といった問題について分析する。 

④これら各テーマは、先進国にかなり共通

している。そこで比較法研究の手法を使い、

ドイツ・イギリスを中心にしたソーシャル・

ヨーロッパ・モデルと、日本と雇用環境が似

ていながら、問題がより早くから顕在化し、

ヨーロッパ･モデルを参考にしながら、それ

に対する積極的な対応策を講じてきた韓国･

モデルを抽出する。 

⑤こうした分析過程では、国家と労働市場

の関係、法規制の機能と限界、規制の手法、

あるいは社会的包摂を支える平等や正義（た

とえば同一価値労働同一賃金原則の意義と

導入可能性）、契約自由と差別禁止との関係

等についての理論分析を行う。 

⑥以上の分析を踏まえて具体的な立法提

案、理論提起を行う。立法提案としては、労

働者派遣法の改正、パートタイム労働法の改

正、有期労働契約法の制定、雇用保険と公的

職業訓練制度の改革提案を行う。理論問題と

しては、企業再編や人事政策に対応できる労

使関係理論、とりわけ労使関係における新た

な労働者概念と使用者概念の提起、均等処遇

の具体的方策等についての提起を行う。 

 

４．研究成果 



(1) 2000 年代後半から雇用社会を襲った現

象は、「3つの危機」と考えられる。一つは、

2008 年秋のリーマン・ショックである。これ

はアメリカ発の経済政策の失敗に日本が巻

き込まれた危機であり、人為的な政策の失敗

によるものである。その意味では、回避する

ことが十分に可能であったはずである。この

危機は、日本の雇用社会のセーフティネット

の弱さと、非正規雇用政策の問題を改めて可

視化した。 

 二つめは、2011 年 3月の東日本大震災とそ

の影響を受けた福島県にある東京電力原子

力発電所の爆発事故で、3・11 危機とも言え

る。前半部分は自然災害であり、回避は限り

なく困難であろう。しかし、後者は、かなり

の部分が人災と評価されている。他国ではあ

るが、近い過去に同じ惨事を経験しているか

らである。この危機は、地域的に限られてい

たが、日本の請負構造の問題点などを改めて

白日の下に晒した。 

 これらの危機が末端下請企業の労働者や

非正規雇用労働者に直接的な打撃を与えた

こと、それに対するセーフティネットが脆弱

であることを明らかにしている。それととも

に労働法政策の課題を摘出している。 

 その三は、アベノミクスと言われている経

済政策である。アベノミクスの雇用改革は、

格差の拡大、貧困層の拡大、社会的排除の深

刻化といったことを、歯牙にもかけていな

い。私は、1990 年代以降の雇用政策とその効

果という視点から見ると、アベノミクスの雇

用改革には雇用の危機を一層深刻にする危

険性が含まれていると考えている。しかも、

第一の危機や第二の危機が雇用社会に直接

的な被害をもたらしたのに対して、第三の危

機は、性格上直ちには可視化されない可能性

もある。それ故にこそ、じわじわと危機が進

行し、そして深化していくことが予想でき

る。 

 本研究では、まずこうした「危機」と言わ

れる雇用社会の現状、そして、その背景・原

因が明らかにされる。雇用社会の病巣とその

原因を明らかにしたら、次には処方箋を描か

なければならない。本研究では、危機に瀕し

た雇用社会の立て直しを強力に押し進める

法的枠組みを「労働法の復権」と考えた。 

  その際に重視したのが、ＩＬＯが提起して

いる「ディーセント・ワーク」、国際機関等

が環境政策の分野で開発し、その後社会シス

テムの将来像を描く際にも有効となってき

ている「持続可能性」、あるいは国際文書や

政府の政策文書にもしばしば登場する「質の

高い雇用の創出」や「厚い中間層の形成」と

いったコンセプトであった。 

 雇用社会の現状とあり方を検討する際に、

しばしば労働組合の存在が無視される。しか

し、今日でも集団的労使関係は、労働法を支

える車の両輪の一つであり、伝統的な企業内

組合はいうまでもなく、非正規雇用を中心に

組織する地域ユニオンなどが大きな役割を

果たしている。実務家の協力も得ながら、労

働組合運動が果たしている役割と課題につ

いて明らかにしてきた。 

(2) 本研究のメッセージを要約すれば、標

準的労働関係モデルに依拠した良質な雇用

を創出・確保することによってのみ持続可能

な雇用社会が維持できるのであり、そのため

の労働法政策の大胆なパラダイム転換が今

求められている。ここで言う労働法のパラダ

イム転換とは、次のことを意味する。 

 第一に、労働法体系は、直接的には憲法 27

条および 28 条に根拠を置き、そしてその基

底的な権利として憲法 13 条、14 条、25 条が

存在している。このことが、能動的な意味で

は労働法の理念を創出し、受動的な意味では

規制緩和の限界を画している。この 20 年間

強の労働法政策は、後者の面が強く、前者の

側面でも消極的な対応に終始し、価値創出に

成功しておらず、その結果として雇用（社会）

の危機をもたらしてしまった。 



 第二に、労働法の念頭に置くべきは、従属

労働にある労働者像である。労働者の市民と

して自己決定権を最大限に保障されなけれ

ばならないが、労働法にはその基盤を整備す

べき任務が課されている。労働者の自己決定

権を無視するような、それを著しく妨げるよ

うな雇用環境を作り出すことは、したがって

労働法の本来の任務を放棄することになる。

1990 年代以降の企業の雇用・人事政策とそれ

に竿差してきた労働法政策は、したがって大

きな反省と修正を迫られている。  

 第三に、このことは 1970 年代までの労働

法政策に逆戻りすることは意味しない。1970

年代までの労働法の発展は、労働者権の拡

大・充実期であり、ある程度良質な、厚い中

間層を形成するのに寄与してきた。しかし、

他方では、男性中心型の雇用社会（女性差別）

を作り出し、しかもこの男性は企業中心型の

働き方（ワーク・ライブ・アンバランス）を

余儀なくされた。この双方の克服は、今日で

も重要な政策課題であり続けている。これら

に雇用の場における障害者や性的少数者等

の権利保障の課題も課されている。つまり、

多面的な社会的包摂の政策が求められてい

る。 

  第四に、社会の格差を拡大し、多くの貧困

層を創出する政策は、経済政策としても誤っ

ている。そして、経済成長のみが唯一の雇用

政策であるかのように考え、そうしたプレッ

シャー・グループにのみ配慮する政策手法

（３者構成という ILO 方式の無視）も、また

誤りである。 

  労働法学は、過去を冷徹に分析し、未来社

会のあり方を示す大きな課題を背負わされ

ている。  

(3) 以上の研究成果は、2016 年度の初めに

2 冊の図書にまとめられている。このことに

ついては、継続研究である基盤研究(S)の研

究成果として、当該年度の箇所で述べること

にしたい。 

 比較法研究の成果として、研究期間内に日

韓労働法フォーラムを 4回開催している。そ

れぞれの成果は、最初に労働法律旬報誌で掲

載し、その後に著書として旬報社から発行さ

れている。扱ったテーマは、日本と韓国で共

通に立法政策等で議論されているもののほ

か、それぞれの国で問題となっており、他国

との比較法研究が有意義なテーマである。 

 このフォーラムを受けて、2015 年度から

は、日本と台湾での同様のフォーラムが開催

されている。   

 日独比較法研究として、「標準的労働関係

モデル」の変容と労働法・社会保障法の課題

を体系的に研究しているドイツ・ボン大学の

ヴァルターマン教授との共同セミナーを開

催した。同教授とはその後も協同研究を継続

しており、2015 年度には最低賃金制度に関す

る共同セミナーを日本で開催している。 

 これら 2015 年度の成果についても、基盤

研究(S)の成果として改めて言及するので、

ここでは触れない。 
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